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アメリカ法における履行期前の契約危殆規定に関する考察

劉　　善　　華

はじめに

　契約締結後履行期が到来する前の段階において，契約関係が正常に展開しな

い状態は契約危殆と称される・その態様はおおむね不言己の二つに分けられる。

第一は，債務者に履行能力があるものの，履行の意思がない。すなわち，履行

期前に債務者が自らの都合により，明確に債務の履行を拒絶する。第二は，債

務者に履行の意思，あるいは履行の能力に問題が生じる。具体的に言うと，例

えば，（1）履行の準備行為等をせず，履行の意思に問題がある。（2）債務者

が支払不能等になり，履行できない恐れがある。（3）債務者が期日どおり履

行できない恐れがある。（4）債務者が暇疵ある目的物を提供する恐れがある。

　上記の状態となる場合にはどう対処すればよいのか。日本においてはそれに

関する法の規定がなく，関連する研究も少ない。それに対してアメリカにおい

ては，こうした場合にはまず債務の履行の保証供与を要求し，それが提供され．

ない場合には契約を解除して損害賠償を請求することができるということが規

定されている。

　以下はアメリカ法における契約危殆状態に関する規定を検討する。

一．契約危殆における保証請求権が確立されるまでの経緯

1．従来の契約法の一般原則

　契約法の一般原則においては，先履行義務者は，相手方が履行しない，また

は履行できないことを信じて，自分の債務の履行を拒否し，または履行しない

としても，後にその信じたことが間違いないと立証することができるならば，

その拒否または不履行によって生じる損害賠償責任は免除することができる，
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ということが認められている。ωただし，その立証ができなければ，．先履行義

務者の履行拒否，あるいは不履行は契約違反となり，損害賠償責任は免除する

ことができなくなるのである。個〕

　このように，後履行義務者の履行に不安を感じる先履行義務者は，履行拒絶

者の履行拒絶らしい意思や行動にジレンマに陥る被害当事者と同じように，進

退両難の状況に直面しなければならないことになる。先履行義務者が相手方の

履行能力に不安を持つようになった場合，その恐れに対する判断がいかに合理

的であっても，最終的に事実に反する場合には，契約違反責任を負うことにな

るのである。

　そのほかにも，後履行義務者が，履行期前の契約違反となる履行不能以外の

原因によって，履行不能あるいは履行の実行不能になる際，・例えば破産になる

時（伝統的見解では，破産は履行拒絶にならない），先履行義務者は同様的に

救済を得られない。幅〕

　コモンローにおいては，ただ一つの例外が認められている。それは債務者が

支払不能になる場合である。支払不能自体は履行拒絶ではないので，契約を解

除することはできない。しかし，支払不能という．ことは，債権者にとって，債

務者の履行できない合理的な根拠になるのである。かかる場合に，反対給付を

まだ受けていない債権者は，その給付あるいは適切な保証を得る・まで，自分の

債務の履行をすべて留保することができる。ω同じく，UCC2－702条1項は，

動産売買においては買主が支払不能になった場合に，それが既納商品の代金を

全額支払，かっ当該商品の代金を現金で支払わない限り，売主はその商品の引

渡しを拒絶することができると規定している。さらに，同条2項は，買主の支

払不能の時に，商品が引き渡された場合には，売主が10日以内に商品の返還

を請求することができるとしてい乱

　上記取り上げたものは，UCC2－702条2項を除いて，以前から契約法の一

般原則として認められてきたのである。旧ヨ

2．保証請求権の確立

　従来の契約法には先履行義務者に対する保護条項が規定されているものの，

こうした債権者への保護は極めて限界があ乱後履行債務者の履行が危ぶまれ

る場合には，先履行債務者が非常に不利益な立場に置かれるのである。

　この問題を解決するには，契約当事者は，債務者に支払不能あるいは他の契
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約違反の恐れが生じる場合，債権者が担保の提供または同時履行を債務者に要

求することができると，契約の中に約定することも考えられる。こうした明確

な約款が契約にあれば，裁判所はもちろんその効力を認める。しかし，このよ

うな約款がない場合，UCCが誕生する前の判例法は，債権者のこうした権利

をほとんど認めなかった。㈲しかも，こうした約款による保証規定は，契約当

事者保護にとっては最良な得策とはいえない。

　1906．年の米国「統一売買法」（｛。U舳。m　S．1．A．t）と1932年の「リステ

ィトメント」（第一版）においては，伝統的履行期前の履行拒絶制度に対して，

何ら実質的変更も行われなかった。

　1940年から，「統一売買法」に対して修正が行われた過程で，UCC2－609

条に類似する規定が次第に出てきた。1944年の「統一売買法」（最終修正案）

第99条は，内容的には既に後に制定されたUCC2－609条とよく似ていた。＝刊

Uccの制定および多数の州での速やかな受け入れによって次第に，「十分な履

行の保証を求める権利」は，米国で正式に確立されるようになった。

　UCC2－609条は，一方当事者の債務の履行が危ぶまれる場合に，反対当事

者に，債務の履行の保証を要求する権利を与えたので牟孔この保証を要求す

る権利は極めて強力なものとなっている。第2次契約法リスティトメントは，

UCC第2編の範囲である動産売買を超えて，一般契約法にもこの権利を繰り

広げた。幅＝

　UCC2－609条（十分な履行の保証を獲得する権利）

　「①売買契約においては，各当事者は，定められた履行を受けるという相手

方の期待を害してはならない義務を負う。一方の当事者の履行が不安視される

合理的根拠があるときは，他方当事者は，定められた履行の適切な保証を相手

方に書面で要求することができる。このような保証がなされない場合には，商

業的にみて合理的であれば，約定した反対給付をまだ受けていないこちら側の

履行を停止することができる。

　②商人間においては，履行を不安視する根拠が合理的なものか否か，および

提供された保証カ羊適切なものか否かの判断は，商業的基準によって行うものと

する。

　③不適切な引渡または支払を受領した場合においても，損害を受けた当事者

は，相手方の将来の履行について適切な保証李要求する権利を有する。
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　④保証の正当な要求を受けた後30日を超えない合理的期間内に，定められ

た履行について当該事案の具体的状況の下で適切とみられる保証を提供しない

ことは，契約の履行拒絶となる。」側

二．保証請求権の目的，法的根拠

1．目的

　UCC2－609条の目的は以下二点にある。まず，履行期到来後債務の現実的

履行に対する期待を保護する。m次に，債権者が債務者の履行意思，あるいは

履行能力に不安を感じて，履行期前の履行拒絶の程度に達していない場合には，

債務者の履行の意思を確かめてその意思が全くないならば，債権者に解除権お

よび損害賠償請求権の根拠を確実に与える。u面履行期前の履行拒絶の要件であ

る明白かっ疑いのない拒絶の意思を判断するのは極めて難しく，間違えれば，

かえって債権者自らが契約違反，または損害軽減義務違反になる恐れがある。

その一方で，履行期前の履行拒絶の要件を満たさないとはいえ，債権者が債務

者に対して不安の事由を持っ場合には，何らかの救済措置が必要となってくる。

2－609条の保証請求の制度は，保証の不提供を履行期前の履行拒絶とみなし，

不安を感じる当事者に確実に解除権を取得させるものである。

　このように保証請求の制度は契約危殆化した場合には，契約関係の存続を促

進するとともに，それが実現できない場合には，一契約解消の権利を確実に当事

者に与えるという役割を果たすのである。

2．法的根拠

　売買契約においては，各当事者は，定められた履行を受けるという相手方の

期待を害してはならない義務を負う。o副当事者間においては，約定された債務

が適当に履行されるであろうことにっいて，相互に信頼および安心感を保つこ

とは，取引の重要な要素である。一方当事者の履行の意思，あるいは履行の能

力は契約締結履行期が到来する前に著しく落ちると，他方当事者には，契約締

結により得られる利益の大部分が失われる恐れが生じる。o目〕契約締結後，通常

では債権者が債務の履行に適切な保証を債務者に求めることができないものの，

債務者に将来履行しない恐れが生じると，債権者の期待が外れる恐れがある場

合には，自らの履行を停止して契約履行の保証を請求することができる。すな
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わち，この規則は信義則と密接にかかわっているのである。ωこのように，履

行停止権，保証請求権は期待権保護，更に信義則をその法的根拠とす乱

三．保証請求権の要件

（一）一方当事者の履行が不安視されること

1．不安に対する合理的根拠

　不安の事由は，契約締結後に生じた，あるいは契約締結後に判明した事情の

変化によって生じたものでなければならない。冊また単なる主観的な懸念だけ

では足らず，その懸念が客観的状況に裏付けられることが必要である。

　（1）履行意思の低下

　A，履行意思の低下の一番適切な事例は，一方当事者が履行をしない意思を

表明する場合である。その意思表明が履行拒絶の場合における絶対的，疑いよ

うのないものでなくてもよい。o咄

　L。㎡si乱n．Pow。士v。杣。gh．ny　Lud1um　Indu岬。司においては，売主（杣。gh．ny

Lu副um　Indu・岬）が，買主（Lod・i・n・p・w・・）と水管の供給契約を締結したが，

1983年5月！9日，原材料価格の上昇を理由に，価格修正の手紙を出した。し

かし，買主がこれに応じなかった故に，売主が同年11月4日に，「現在の状況

を考えれば，当社が今の契約を履行すべきではないと助言される可能性が高い」

との手紙を買主に送った。買主は11月の手紙が不安の事由にあたるとしてU

CC2－609条に基づいて，履行の保証を要求したが，売主が応じなかったた

めに買主が提訴した。裁判所は買主の提訴理由とする11月の手紙よりも早く，

5月の手紙が既に不安の事由にあだったとして買主勝訴の判決を下した。

　また，Copy1。。。。Co印．of＾m．V　M．mo。。x　Co印，㈹においては，契約締結後，

両当事者の関係が悪化し，一方当事者が契約の効力自体を否定し，これ以上契

約を履行したくないとの意思を相手に伝えた。裁判所は，その意思表示が相手

の不安の事由にあたると判決を下した。

　B，当事者間にいくつかの契約が締結される場合には，一つの契約の不履行

が残される契約にとって履行意思の低下にあた孔

　例えば，買主と売主が，甲，乙二つの契約を締結したとする。売主が印契約

どおり，履行したが，買主が代金を支払わなかった。買主の不払いに対して売
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主の通常の対応は，乙契約における商品の引渡の拒否である。ところが，甲，

乙が別々に締結されたので，法的にはこれは許されないのである。岨ただし，

こうした場合には，2－609条に基づいて，買主の印契約売買代金の不払は，

売主にとって，乙契約の代金回収に対する不安の証拠になる。売主がこれを理

由に，買主に対して代金支払の保証を求め，それが提供されるまでは，商品の

引渡を拒否することができる。さらに，印契約の代金支払を，その保証の内容

とすることも認められ乱

　このように，2－609条は，売買契約における当事者の通常の対応に法的根

拠をもたらすのである。剛

　C，分割給付契約においては，代金支払の遅滞の場合，履行意思の低下にあ

たる。

　K㎜i．n　w　D．v．1．pm．nt　C。。p．。f　Ame正i。。哩皿においては，配管・暖房工事の材

料分割給付契約において，支払期限がすぎて未払代金が38000ドルとなった。

売主が買主に催促したが，5000ドルしか支払われなかった。後の話し合いで

代金の残額を1ヶ月以内に支払うと当事者が約束したが，履行期になっても支

払われなかっれそれに加えて，新たに引き渡した材料の代金の支払も履行遅

滞となっ㍍裁判所は，売主に不安に対する合理的根拠があり，売主が代金を

第三者預託によって保証すれば，買主に引き続き材料を供給するとの旨は2－

609条の保証請求権の行使であるとした。

　（2）履行能力の低下

　A，金銭以外の履行能力の低下

　金銭以外の原因で履行が不能ではないが，難しい状態になる場合は不安にあ

たる。

　AMF，Inc．“Mcdonad’s　Co印．囲においては，マクドナルドとAMFが，レジ

の製造・供給契約を締結した。しかし，その試作品に欠陥があったたあに，何

度も故障した。当事者間においては，レジの性能および基準について何度も協

議したが合意に至らなかった。そして，レジを製造するAMFの工場では技術

的な進歩がほとんどなかった。買主が売主の履行能力に不安を感じるのは，合

理的根拠があると判示された。

　Cfeusot－LOife　Intemaせ。m1；Inc　w　Coppus　Engin。。r㎞g　C0fp岬において，買主

と売主とは，買主のユーゴスラビア工場に設置するために機械の売買契約を締
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結し㍍その後，シリア等の国では，売主が販売した同型の機械にトラブルが

あったことが判明した。それについて買主が間い合わせをしたが，売主はそれ

を放置して，数ヶ月間経過した後も返答しなかった。本事案では買主が機械の

性能に不安を感じることは，合理的根拠があるとされた。

　B，金銭的履行能力の低下

　債務超過，資金繰りの逼迫等資産状況の悪化が不安の対象にあたる。

　E岬in　W。皿。。Co．v．丁最。n，In。．嘔出において，当事者が機械の売買契約を締結し

たが，その後，売主が別の機械メー力から買主にはまだ膨大な債務を負ってい

ることがわかって，それを確かめ，話し合うため，何度も電話をかけたものの，

買主がそれを応じなかった。売主には不安に対する合理的根拠があると判示さ

れた。

　Lubri・・d・n＆M心t・mn・・，In・．v．Udon　R。。o皿。。s　C。．脚では，買主会社の資金

繰りの逼迫と，その会社が株主と訴訟をしていることが，不安の事由とされた。

　Pittsb皿gh－Des　Moines　Stee1Co．v．Bf00㎞aven　Man0f　Watet　Co．蝸においては，

売主と買主とは，貯水タンクの販売，設置について契約をした。タンクが設置・一

受領された後一ヶ月以内に買主がその代金を支払う取り決めを行った。その後

資金不足のために買主が融資会社と融資について交渉し，その融資を商品代金

にあてる予定だったが，その交渉は物別れに終わった。売主は融資の失敗を口

実に，買主に対して，購入代金の。。。士。W（条件が成就してはじめて債権者に支

払われたり，預金者に払い戻されたりする預金）預金への預け，および買主と

する会社の社長の個人名義での支払保証を求め，その要求が満足されるまでは，

タンクの設置はしないと主張した。裁判所は，利子の負担，代金支払日が後数

ヶ月ある等からみれば，融資が得られないということは，不安の事由にあたら

ないとして，売主の要求は，根拠のない契約の改訂要求であると判決を下した。

　本判決は，売主の不安に合理性があるかどうかについての判断であり，2－609

条による保証が契約の改訂，あるいは修正を伴うかどうかの判断ではない。閉

　C，権利の譲渡

　UCC2－210条5項が，「相手方当事者は，履行を委任する譲渡がなされた

ときは，履行を不確実にする合理的理由が生じたものとみなすことができ，譲

渡人に対する自らの権利を損なうことなしに，譲受人に対して履行の保証（2－

209条）を求めることができる」と規定している。契約上の権利の譲渡が債務
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の履行の引受を伴う場合には，不安め事由の発生が，法律上当然認められるも

のである。鯛

　2．不安の事由の生じる時間

　不安の事由が契約締結後に生じるとは限らない。契約法が関心を持つのは，

ある不安の事由が契約締結前，あるいは契約締結時に存在していたか否かでは

なく，一方当事者がその事一由の存在を知っていたか否かである。脚不安の事由が

契約締結前に生じた場合であっても，それが契約締結後に判明した限り，すな

わち一方当事者が契約締結時にそれを知らない限り，2－609条は適用される。

　3．判断基準

　不安が生じるかどうかの判断は商業上の基準でなされる。商業上の基準とは，

債権者と同様の立場に立っ合理的な商人であれば，債務者が将来債務を履行し

ないであろうと信じる場合には，完全な履行を受け取ることに対する期待が実

現できない恐れがあると感じるか否か，であると解されている。冊

　現実的に履行能力や履行意思を有しているとしても，商業上の基準により客

観的事実が履行能力や履行意思の欠如を合理的に示した場合には，その事実が

不安の事由となる。剛

　当事者が不安に陥ることを示す事実が信頼できる情報源から伝えられた場合

には，その情報が真実であるかどうかに関係なく，不安に陥ることに対してそ

の情報が合理的根拠となりうる。個副

（二）適切な保証の請求

　1．債権者からの保証の請求

　①保証の請求の内容

　2－609条1項は，保証の要求は書面でなされるべきであるとしか規定して

おらず，要求の際に示されるべき事項については何も規定していない。履行の

保証を請求してから提供されるまでは給付の留保が認められ，また保証の不提

供が履行拒絶とみなされるため，当事者，特に保証を要求される当事者が保証

の要求について明確な認識を持つことは重要である。そのことから見れば，保

証の要求は合理的根拠および求める保証の内容を示す上，その根拠法としての

2－609条を指摘し，しかも一定期問内に保証の要求に応じないものは履行拒

絶と扱われることも伝えるべきである。自らの債務の履行を中止する場合に，

それも言及しなければならない。鯛また，それらの要求は書面でなされるべき
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である。

　②書面による保証の請求

　2－609条ユ項は，保証の要求は書面でなされるべきであると規定している

が，裁判所がこの規定を適用するとき，極めて緩い態度を示している。判例を

見てみると，契約当事者が意識的に2－609条に基づいて書面で履行の保証を

要求するケースは少ない。その多くは，訴訟にならた段階で，当事者間のやり

とりを保証の要求として，当事者が主張するか，あるいは裁判所が認定すると

いうものである。脚裁判所が保証供与要求と認めたのは，書面によるものでは

ないだけでなく，保証という言葉さえない当事者の行為であることが非常に多

いのである。

　裁判所が保証の要求を緩く認定した理由は，多くの人が2－609条を知らな

いため，．当事者の履行に危殆が生じてはじめて弁護士によらず，自力でそれに

対応するということにある。鯛そこで，そのような行動が商取引上合理的とさ

れる場合には，裁判所はその行動の中に2－609条の保証の要求にあたるもの

を見出して，それが保証の要求であると認定するのである。鮒しかしながら，

一旦保証の要求と認められると，その要求に気づかず，もちろん保証の提供も

しない相手方が多いことは考えられる。保証の提供がなされないことは履行拒

絶と扱われるので，相手方は非常に不利な状況に置かれることになる。

　このように，不安を感じる当事者に保証の請求権を与えることによって，そ

の地位の安定を目指している2－609条は，結局裁判所がそれを適用する過程

で，保証を要求された側の当事者に不意打ちを与えることになるのセある。

　2．債務者からの適切な保証供与

　いかなる保証が「適切」なのかは事実の問題であり，当事者双方がともに商

人であれば商業上の基準によって決せられる。

　まず，保証の提供が適切であるかどうかは，それぞれのケースにおいていか

なる保証を合理的に要求することができるかということにかかるのである。師

つまり，保証の適切さは，その要求の根拠となる不安の事由の重大さと釣り合

う。こうして，不安の事由が重大な場合には，厳格的意味における担保，例え

ば，第三者保証が要求されることになる。髄

　次に，契約当事者間の関係，以前の取引の実態，債務者の信用，および保証

の提供の時間的制限等がすべて考慮の要素となるのである。鋤取引の実績の良
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い債務者は，契約どおり債務履行の知らせのみで適切な保証となる。買主が報

疵ある供給物を受け取った場合，信用のある売主であればr今後はよく注意を

してこのようなミスを繰り返さない」と約束しただけで通常は十分である。し

かし，同様の状況において，いい加減なことで有名な人物（・Om・・一・utt・r）が

同様の約束をしたとしでもそれだけでは足りない。㈹

　最後に・上記pittsb皿gh－Des　Moines　Stee1Co．v・Brookhaven　Manor　Watef　Co

事案におけるように，契約の書替えはどう取り扱うか。契約条項というものは，

多かれ少なかれ約束ないし債務の履行を確保するために立てられたものである

故に，履行の確保を補強する履行の保証の提供も，契約改訂の要素を含むべき

である。帥

　保証に対しては，適切のみならず，合理的期限内での提供ということも求め

られ孔合理的期限というのはそれぞれのケ』スによって決められ孔UCC

は30日という最長の期限を規定しているが，リスティトメントはあらゆる契

約に向いており，それぞれの性質が異なるが故に，あえて具体的な期限にこだ

わっていないのである。

四．効果

（一）履行停止権

　保証を請求した一方当事者は，その保証を受けるまでは，商業的にみて合理

的であれば，約定した反対給付をまだ受けていないこちら側の履行を停止する

ことができる（2－609条1項）。

　履行停止権は不安に対して合理的根拠があるだけでは行使できず，商業的に

見て合理的と見なされる場合にはじめてその行使は認められる。履行停止が商

業上合理的でないとされる場合には，履行を停止した当事者自らが履行期前の

履行拒絶となる。しかし判例は，商業上合理的ではないことを理由に履行停止

権の行使を認めなかったものはなく，不安に対しでそれなりの根拠があったと

される場合には，履行停止権の行使も商業上合理的であると判断しているよう

である。岨

　問題となるのは，履行停止権と保証請求権との行使の前後関係である。すな

わち，2－609条1項は，「当事者は…保証を請求することができ，このよう
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な保証を受けるまでは…履行を停止することができる」と規定している。この

規定自体からは，保証を請求してから，それを受けるまでは履行を停止するこ

とができ，つまり，保証の請求が先のように見え乱

　債務の履行を促すためには，債権者が債務者の履行について不安を抱いてい

ることおよびその根拠を債務者に示すことが必要である。そして，保証請求は

これらを伝える役割も担っているのであるから，保証請求をせずに，履行停止

のみを行うことは原則として許されない。鯉

　もっとも，債務者がまだ保証請求をされていないとしても，，履行停止の理由

が容易に推測できる場合には，それが先になされても構わず，履行停止後，合

理的期間内で，しかも債務者がそれを履行拒絶と誤解する前に保証請求がなさ

れれば足りると解されている。側

（二）履行期前の契約違反責任

　UCC2－609条2項およびリスティトメント25！条2項によると，債務者

が合理的な期限内に保証を提供しないことは，履行期前の履行拒絶とみなされ

る。債権者は2－610条における履行期前の履行拒絶に関する法的効果により，

履行期前の契約違反責任を債務者に主張しうる。すなわち契約を解除して損害

賠償を請求することができる。

五．履行期前の履行拒絶との関係

　契約違反の危険はあるが，履行期前の履行拒絶の要件を満たさない場合には，

債権者にはいろいろな救済手段があ乱債権者自らに先給付義務がない場合に

は，債務者の履行を待って，履行期到来後，現実の契約違反によって損害賠償

を請求することができる。債権者自らに先給付義務がある場合には，保証請求

をせずに履行しないで，あるいは代替措置（例えば目的物を転売する）を講じ

たものは，履行拒絶となり，履行期前の履行拒絶の規定に従って損害賠償をし

なければならないことになる。もっとも，債務者が明らかに債務を履行できな

いことを債権者が証明できれば，その損害賠償責任を免れられる。岨

もし債権者が2－609条を選択すれば，債務者に保証が提供を要求すること

ができ，かっ待っている過程中に自分の履行を中止することカミできる。合理的

期限内に適切な保証が提供されなければ，それを履行拒絶とみなし，契約を解
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除して損害賠償を請求できる。もちろん，債権者には，損害軽減義務があって，

債務者にも，履行期前の履行拒絶を撤回することができるのである。

　リスティトメントによれば，履行期前の履行拒絶の場合と異なり，蛆契約違

反の恐れがあるがまだ履行拒絶の段階に達していない場合には，債権者がリス

ティトメント251条やUCC2－609条による保護を放棄し，自分の債務の継続

を選択する場合に，損害軽減義務はなく，債務者の現実の契約違反に対する損

害賠償請求権は影響されない。もっとも，UCC2－609条は，適切な保証を提

供しないことを履行拒絶とみなし，債権者の選択を必要とせず，履行期前の履

行拒絶の効果が自動的に発生するとしている。その中でも，特に重要なのは，

債権者には損害軽減義務を負うことである。

六．残された課題

　まず，2－609条は保証請求権として認識されているが，別の面から見れば

それが保証請求の義務の性質をも帯びている。例えば，契約において，保証を

求めうる場合には求めず相手方の重大な契約違反を理由に契約を解除して，そ

の後，裁半1」所は契約違反の重大性を認めず，解除ではなく，まず保証の提供を

求めるべきであるとの判断が出される可能性がある。こうして，保証供与を求

める権利はその供与を要求する義務の性質を帯びているのである。

　このように，契約危殆となる場合には，権利として存在する保証請求権は，

行使するかどうかということは契約当事者に委ねるのか，あるいは必ず行使し

なければならないのか，それについては判例の分析等を揮じて更に解明する必

要がある。

　次に，履行期前の履行拒絶の場合には，2－610条によると，債務者の履行

拒絶が明確な場合には，債権者は直ちに契約を解除することができるが，債務

者の真意を確かめるため，その場合においても契約を解除する前にまず保証供

．今を求めることはできるのであろうか。

　最後に，2－609条によると，債務者から履行の保証が提供されない場合に

は，それが履行期前の履行拒絶とみなされて，債権者は契約を解除することが

できる。学説によれば，この解除は後に不適切であると裁判官に判示を下され

るリスクがない。・しかしながら，債務者が履行期前に履行拒絶して，債権者が
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2－610条によって契約を解除した場合には，後に覆行拒絶の要件が不十分で

あり解除が不適切と解されるリスクがある。ここでは履行期前の履行拒絶に関

する二つの規定の整合性の問題が生じてくるのであ乱

これらの問題はさらに検討する必要がある。
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